
 

環 指 第    号 

平成 29年 月 日 

 

枚方市環境審議会 

  会長 三 輪 信 哉 様 

 

 

枚方市長 伏 見  隆     

 

 

土砂埋立て等の規制について（諮問） 

 

 

 

 標記の件について、枚方市環境基本条例（平成 10年枚方市条例第１号）第 26条第

２項第２号の規定に基づき、諮問します。 

 諮問趣旨に沿い、調査・審議の上、答申をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 
○写  



諮 問 趣 旨  大阪府は災害の防止、生活環境の保全を目的とした、3,000m
2以上の土砂埋立て

等を規制する「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」を制定しています。 

本市においては、東部地域の山間部を中心に、小規模な埋立て等による残土処分も

想定されることから、大阪府条例の規制対象外となる 3,000m
2未満の土砂埋立て等の

規制について検討しています。 

つきましては、「枚方市土砂埋立て等の規制の概要（案）」の下記内容について、貴

審議会の意見を求めるものです。  
審議を求める事項                               
 １．目的、責務等 

 ２．土砂埋立て等の許可等 

 ３．土地の所有者の義務等 

 ４．報告徴収、立入検査、公表等 

 ５．罰則 

 

答申を求める時期                                

 平成 29年 10月 


